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○大町市就学援助費支給要綱 

平成４年２月１９日 

教育委員会訓令第１号 

改正 平成１６年３月１９日教委訓令第２号 

平成２０年１１月２７日教委訓令第１号 

平成２２年８月３日教委訓令第２号 

平成２５年５月２８日教委訓令第１号 

平成２６年６月１日教委訓令第３号 

平成２９年３月２７日教委訓令第１号 

平成２９年１２月２５日教委訓令第６号 

平成３１年１月２３日教委訓令第１号 

平成３１年３月２０日教委訓令第２号 

令和元年８月２３日教委訓令第２号 

（趣旨） 

第１ この要綱は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第４条第３項及び学校

教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定により、経済的理由によって就

学困難と認められる児童（同法第１８条に規定する学齢児童をいう。以下同じ。）

若しくは生徒（同法第１８条に規定する学齢生徒をいう。以下同じ。）又は就学予

定者（学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第５条第１項に規定する就

学予定者をいう。以下同じ。）の保護者（同法第１６条に規定する保護者をいう。

以下同じ。）に対し就学に必要な援助を行い、義務教育の円滑な実施に資するため

必要な事項を定めるものとする。 

（支給対象経費等） 

第２ 就学援助費の支給対象経費、支給の内容及び支給対象学年は、別表のとおりと

する。 

（支給金額） 

第３ 第２に掲げる支給対象経費に係る支給額は、国の定める額の範囲内とする。た

だし、修学旅行費、医療費、学校給食費及び通学費については予算の範囲内で実費

を支給することができるものとする。 

２ 前項の支給額は、他の制度に基づき支給された額を除くものとする。 

（支給対象者） 

第４ 支給対象者は、市内に住所を有する児童若しくは生徒（以下これらを「児童生

徒」という。）又は就学予定者の保護者で、次のいずれかに該当するものとする。

ただし、別表に定めるクラブ活動費、生徒会費及びPTA会費の支給対象者は、第１

号に定める要保護者に限る。 

（１）要保護者 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者（学

用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、学校給食費、通学費、クラ

ブ活動費、生徒会費及びPTA会費については、同法第１３条の規定によりその児

童生徒に係る教育扶助が行われている場合並びに新入学児童学用品費等及び新

入学生徒学用品費等については、同法第１２条の規定によりその児童生徒又は就
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学予定者に係る生活扶助が行われている場合の保護者を除く。） 

（２）準要保護者 

ア生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者

で、次のいずれかの措置を受けたもの 

（ア）生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 

（イ）地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第１項の規定に基づ

く市町村民税の非課税 

（ウ）地方税法第３２３条の規定に基づく市町村民税の減免 

（エ）地方税法第７２条の６２の規定に基づく個人の事業税の減免 

（オ）地方税法第３６７条の規定に基づく固定資産税の減免 

（カ）国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第８９条及び第９０条の規定

に基づく国民年金の掛金の減免 

（キ）国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７７条の規定に基づく

保険料の減免又は徴収の猶予 

（ク）児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条の規定に基づく児

童扶養手当の支給 

（ケ）生活福祉資金貸付制度による貸付け 

イア以外の者で職業安定所登録日雇労働者であるもの 

ウ学校長及び民生委員（民生委員が不在等の場合にあっては、福祉事務所長。以

下同じ。）が特に援助を必要と認める状態にある次のいずれかに該当する者 

（ア）職業が不安定で、経済的に生活が困難と認められる者 

（イ）PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者 

（ウ）学校納付金の納付が遅延しがちの者又は学用品、通学用品等に不自由し

ている児童生徒の保護者で生活が極めて困難と認められるもの 

（エ）経済的理由による欠席日数が多い児童生徒の保護者 

（オ）不慮の災害、事故、疾病等により、その世帯の生計に著しい変化を生じ、

生活が困難と認められる者 

エその他教育委員会が特に支給する必要があると認める者 

（受給申請） 

第５ 就学援助費の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、就学援

助申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に、児童生徒の在籍する学校の

長（以下「学校長」という。）の意見を付し、学校長を経由して教育委員会に提出

しなければならない。ただし、第４第１号に規定する要保護者は、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の

小学部を含む。）の入学前に新入学児童学用品費等の支給を受けようとする者は、

就学予定者が入学する学校の長を経由して申請書を教育委員会に提出するものと

する。この場合において、入学する学校の長の意見は要しない。 

３ 第４第２号イに規定する者にあっては、前項の申請書のほか、第４第２号イに該

当することを証明する書類の写しを提出しなければならない。 

４ 第４第２号ウに規定する者にあっては、申請書に民生委員の意見を付して提出し

なければならない。 
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（支給の認否の決定） 

第６ 教育委員会は、第５の申請を受けたときは、申請の内容を審査し、支給の認否

を決定のうえ学校長及び申請者にその旨通知するものとする。 

２ 教育委員会は、必要に応じて前項の決定を民生（児童）委員に通知することがで

きる。 

（支給期間） 

第７ 就学援助費の支給期間は、４月１日に始まり翌年３月３１日で終わるものとす

る。 

２ 支給期間の中途から認定を受けた者の支給期間は、申請書受領月日が月の１５日

以前の場合はその月から、１６日以後の場合は翌月から始まるものとする。 

３ 支給期間の中途で認定を取り消した者の支給期間は、認定を取り消した日の属す

る月（月の初日に当たるときはその前月）で終わるものとする。 

（認定の取消し等） 

第８ 教育委員会は、年度途中において、世帯の経済状況の好転による辞退、市外の

学校へ転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、認定を取り消すも

のとする。 

２ 教育委員会は、虚偽の申請により支給を受けていることが判明したときは、認定

を取り消し、既に支給した就学援助費の全額又は一部の返還を命ずることができる。 

（支払方法等） 

第９ 学用品費、通学用品費、給食費については、３期に分けて支給するものとし、

その他の支給対象経費については、その都度支給するものとする。 

２ 就学援助費の支給は、第６の規定により受給資格があると認定された者（以下「受

給者」という。）の指定した金融機関の預金口座に、口座振替により支給するもの

とする。ただし、学校納付金の納入が滞った場合には、受給者の委任により学校長

が当該就学援助費を代理受領し、学校納付金の滞納額に充当することができるもの

とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、学校給食費については、受給者から就学援助費の学校

給食費への充当申出書（様式第２号）の提出があった場合は、大町市財務規則（昭

和５５年大町市規則第２号）第６６条に規定する公金振替により、就学援助費の一

部を学校給食費に充当するものとする。 

４ 医療費は、学校長が提出する学校病被患者調書及び医療券支給台帳（様式第３号）

に基づき支給するものとし、当該経費の支払いについては、医療機関からの請求に

基づき、当該医療機関に直接支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担分と

して支払った医療費は、その者からの請求に基づいて支払うことができるものとす

る。 

５ 修学旅行費及び校外生活費については、学校長からの対象児童生徒に係る修学旅

行費実績報告書（様式第４号）又は校外活動費実績報告書（様式第５号）に基づい

て支給する。ただし、必要に応じて概算支給することができるものとする。 

６ 体育実技用具費、クラブ活動費、生徒会費及びPTA会費については、それぞれの

経費の支払又は領収を学校長が証する支払証明書（様式第６号）に基づき支給する。 

（報告事項） 
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第１０ 学校長は、支給認定に係る対象児童生徒が年度の中途において転学、死亡等

により就学援助費の支給を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会へ報告

するものとする。 

（委任） 

第１１ この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委

員会が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月１９日教委訓令第２号） 

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の大町市就学援助費給付

要綱の規定は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１１月２７日教委訓令第１号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年８月３日教委訓令第２号） 

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の大町市就学援助費給付

要綱の規定は、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則（平成２５年５月２８日教委訓令第１号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年６月１日教委訓令第３号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２９年３月２７日教委訓令第１号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正前の大町市就学援助給付要綱の規定により、大町市立美麻小

学校第５学年として新入学児童生徒学用品費等の給付を受けた者については、改正

後の大町市就学援助支給要綱の規定による新入学生徒学用品費等は支給しない。 

附 則（平成２９年１２月２５日教委訓令第６号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年１月２３日教委訓令第１号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２０日教委訓令第２号） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年８月２３日教委訓令第２号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

別表（第２関係） 

支給対象経費 支給の内容 支給対象学年又は年度 

学用品費 児童生徒が通常必要とする学用品の購入

費 

全学年 

通学用品費 児童生徒が通常必要とする通学用品の購

入費 

新入学児童学用品費等

又は新入学生徒学用品
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費等の支給対象となら

ない学年 

校外活動費 児童生徒が校外活動（修学旅行を除く。）

に参加するため直接必要な交通費及び見

学料等。ただし、宿泊を伴う活動につい

ては学年を通じて１回を限度とする。 

全学年 

修学旅行費 児童生徒が参加する修学旅行に要する経

費のうち直接必要な交通費、宿泊費、見

学料及び均一に負担すべきその他の経費 

修学旅行を実施する学

年 

体育実技用具費 小学校又は中学校の体育（保健体育）の

授業の実施に必要な体育実技用具（柔道、

剣道、スキー、スノーボード又はスケー

トの用具に限る。）で、当該授業を受け

る児童生徒全員が個々に用意することと

されているものの購入費。ただし、クラ

ブ活動費として支給されている経費を除

く。 

小学校第１学年から第

３学年まで及び小学校

第４学年から第６学年

までのそれぞれの期間

ごとに１つのスキー、ス

ノーボード又はスケー

ト用具 

中学校第１学年から第

３学年までの期間にあ

っては、左に掲げる用具

のうち、いずれか１つの

用具 

ただし、大町市立美麻小

中学校にあっては、それ

ぞれそれらに準ずる期

間とする。 

新入学児童学用品

費等 

小学校に入学する者（年度の当初におい

て、支給の対象として認定された児童に

限る。）又は翌年度大町市立の小学校に

入学を予定する者が通常必要とする学用

品及び通学用品の購入費 

小学校第１学年又は満

６歳に達する年度 

新入学生徒学用品

費等 

中学校に入学（義務教育学校後期課程に

おいては進級）する者（年度の当初にお

いて支給対象として認定された児童生徒

に限る。）又は大町市立の中学校に入学

を予定する小学校第６学年の者（当該年

度の２月１日現在で認定されている児童

生徒に限る。）が通常必要とする学用品

費及び通学用品費の購入費 

中学校第１学年又は小

学校第６学年のいずれ

かの学年。ただし、大町

市立美麻小中学校にあ

っては第７学年又は第

８学年のいずれかの学

年とする。 

医療費 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６

号）第２４条の規定による疾病の治療に

要する費用（社会保険等に加入している

全学年 
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場合は、被扶養者として社会保険等の給

付を受けられる額を控除した額） 

学校給食費 学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）

１１条第２項に規定する児童生徒の学校

給食に要する費用の実費 

全学年 

通学費 児童生徒が最も経済的な通常の経路及び

方法により、片道通学距離が児童にあっ

ては４キロメートル以上、生徒にあって

は６キロメートル以上（特別支援学級の

児童生徒にあっては、通学距離を問わな

い。）通学する場合の交通費。ただし、

遠距離通学費補助金の交付対象となる児

童生徒の通学費を除く。 

全学年 

クラブ活動費 小学校又は中学校のクラブ活動（課外の

部活動を含む。）の実施に必要な用具等

で、当該活動を行う児童生徒全員が個々

に用意するものの購入費及び当該活動を

行う児童生徒全員が一律に負担すべきこ

ととなる経費 

全学年（要保護者に限

る。） 

生徒会費 小学校又は中学校の生徒会費（児童会費、

学級費及びクラス会費を含む。）として

一律に負担すべきこととなる経費 

全学年（要保護者に限

る。） 

PTA会費 小学校又は中学校において、学校、学級、

地域等を単位とするPTA活動に要する費

用として、一律に負担すべきこととなる

経費 

全学年（要保護者に限

る。） 

（注） 

１ 小学校には、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。 

２ 中学校には、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支

援学校の中学部を含む。 
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様式第１号（第５関係） 

様式第２号（第９関係） 

様式第３号（第９関係） 

様式第４号（第９関係） 

様式第５号（第９関係） 

様式第６号（第９関係） 

 


